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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 27 回定時株主総会に「定

款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

（１）発行可能株式総数の減少及び単元未満株式の買増制度の導入について 

第 27 回定時株主総会に付議される第 2 号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件

として、現行定款第 6条で規定する発行可能株式総数を減少させる為に所要の変更を行うもので

す。現在、発行可能株式総数は 492,932,364 株ですが、10 株を 1 株とする株式併合を実施する

予定である為、この併合の割合にほぼ対応させた割合で、株式数を 50,000,000 株に減少するも

のです。 

   なお、上記発行可能株式総数の減少については、株式併合の効力発生日にて変更の効力が発生す

る附則を設けており、本附則は株式併合の効力発生日後、これを削除いたします。 

   また、単元未満株を保有する株主様の利便性を高める事を目的として、単元未満株式の買増制度

を導入すべく、第 9条を新設いたします。 

 

（２）事業目的の追加・変更、本店移転及び取締役・執行役の員数について 

当社の今後の事業拡大に備え、また、持株会社としての事業目的により適合した内容にするため、

現行定款第 2条の事業目的の追加・変更を行うものであります。 

また、当社は、本店所在地を現在の墨田区より、本社機能の所在地である台東区に集約すること

により、業務の効率化を図ることを目的として、現行定款第 3条を変更いたします。 

また、今後の事業拡大に備え、取締役及び執行役の員数を取締役については現行の「11 名以内」

から「15 名以内」に、執行役については、現行の「15 名以内」から「25 名以内」に拡大すること

を目的として、現行定款 18 条及び 30 条を変更いたします。 
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２．変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

(下線部分は変更箇所であります。) 

現行定款 変更案 

（目的） 

第 ２ 条 当会社は、次の業務を営むことを目的

とする。 

1． 子会社管理事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

第 ２ 条 当会社は、次の業務を営むことを目的

とする。 

1． 次の事業を営む会社およびこれに相当

する事業を営む会社（外国会社を含む。）の

株式を保有することにより、当該会社の事

業活動を支配、管理すること 

（1） 各種自動車・自動二輪者の売買・輸

出入・仲介・斡旋 

（2） 自動車整備・修理に関する業務 

（3） 自動車部品・用品の製造・販売・輸

出入・装着並びにそれらの仲介・斡

旋 

（4） 損害保険代理業並びに生命保険の募

集 

（5） 電話応対代行業務及びコンサルティ

ング等、市場調査、宣伝及びコンサ

ルティング業 

（6） 自動車・自動車部品・用品に関する

フランチャイズチェーンシステムに

よる販売に関する加盟店の募集及び

指導業務 

（7） レンタカー事業並びにそれらの仲

介・斡旋 

（8） 労働者派遣に関する業務 

（9） 中古車以外の古物の売買 

（10） 自動車関連事業者会員組織の運営及

び当該会員に対する各種商品の販

売・仲介・斡旋 

（11） 運送業務並びにそれらの仲介・斡旋

（12） 自動車教習所の教習生の募集・仲

介・斡旋 

（13） 問屋業、仲立業及び代理業 

（14） 通信販売業務 

（15） 前記各号までの活動に附帯する一切

の事業 
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2． 不動産の所有・賃貸・管理、その他附

帯する一切の事業 

3． その他適法な一切の事業 

4． 自動車整備・修理に関する一切の事業

5． 自動車部品・用品の販売・輸出入・装

着並びにそれらの仲介斡旋、その他自

動車関連品に関する一切の事業 

6． 損害保険代理並びに生命保険の募集に

関する業務 

 

 

（本店の所在地） 

第 ３ 条 当会社は、本店を東京都墨田区に置

く。 

 

第４条～第５条 （条文省略） 

 

（発行可能株式総数） 

第 ６ 条 当会社の発行可能株式総数は、

492,932,364 株とする。 

 

第７条～第８条 （条文省略） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

第９条～第１７条 （条文省略） 

 

（取締役の員数） 

第１８条 当会社の取締役は、１１名以内とす

る。 

 

第１９条～第２９条 （条文省略） 

 

 
 

 

 

2． 不動産の所有・賃貸・管理、その他附帯

する一切の事業 

3． 経営コンサルティング業 

4． 企業の管理部門業務（人事・経理・シス

テム等）等アウトソーシング受託 

5． 金融業 

6． 前各号に付帯関連する一切の事業 

 

  

 

 

（本店の所在地） 

第 ３ 条 当会社は、本店を東京都台東区に置

く。 

 

第４条～第５条 （現行どおり） 

 

（発行可能株式総数） 

第 ６ 条 当会社の発行可能株式総数は、

50,000,000 株とする。 

 

第７条～第８条 （現行どおり） 

 

（単元未満株式の買増し） 

第 ９ 条  当会社の単元未満株式を有する株主

は、株式取扱規程に定めるところにより、その所

有する単元未満株式の数と併せて単元株式数と

なる数の株式を売り渡すことを当会社に対し請

求することができる。 

 

 

第１０条～第１８条 （現行どおり） 

 

（取締役の員数） 

第１９条 当会社の取締役は、１５名以内とす

る。 

 

第２０条～第３０条 （現行どおり） 
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（執行役の員数） 

第３０条 当会社の執行役は、１５ 名以内とす
る。 

 

 

 

（執行役の員数） 

第３１条 当会社の執行役は、２５ 名以内とす

る。 

 

以下、条項繰り下げ 

 

 

附 則 

 

（定款一部変更の効力発生日） 

第６条の変更は、当社第２７回定時株主総

会の第２号議案に係る株式併合の効力が発生

することを条件とし、平成２６年１０月１日

をもって当該変更の効力が発生するものとす

る。なお、本附則は当該変更の効力が発生し

た日をもって削除する。 

 

 

 

３．日程 

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 26 年 6 月 27 日（予定） 

定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 27 日（予定） 

平成 26 年 10 月 1 日（予定）（第 6条のみ） 

以 上 
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